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納税で　未来の安心　届けます　（いすみ市立国吉中学校　２年　関　優奈）

　定時総会前に、嘉悦大学教授/㈱政策工房会
長である高橋洋一先生を迎え「激動の世界と今
後の日本経済」というテーマでのお話を一般の
方とともに聴講し、大変有意義な時間を過ごす
ことができました。
　さて公益社団法人茂原法人会の令和６年度定
時総会が、５月２８日ホテル一宮シーサイド
オーツカで開催されました。総会は、仁茂田総
務委員長の司会により、土屋副会長の開会のこ
とばで始まり、古市会長の挨拶の後、定款に基
づき会長が議長に選出されました。
　事務局から定足数の確認が行われ総会の成立
が宣言され、議事録署名人に、齊藤昇氏（大多
喜支部）と板倉健一氏（茂原南支部）の両氏を
選出し、議事に入りました。
　第1号議案令和５年度事業報告の件、第2号議
案計算書類承認の件が上程され、事務局からの

詳細説明の後、質疑応答に移り、議長への質問
事項対応の後、原案通り可決承認されました。
続いての第３号、４号議案も異議なく可決。
　それから報告事項である令和６年度事業計画
並びに収支予算についての説明が議長より行わ
れました。
　引き続きご来賓の茂原税務署長松岡様、千葉
県茂原県税事務所長五十嵐様、茂原市長市原様
よりご祝辞を頂き、姉妹法人会飯田法人会など
からの祝電が紹介され、最後に私の閉会のこと
ばを以って、定時総会は滞りなく終了しました。
　終了後の交流会は、井上青年部会長の司会に
より、茂原警察署長 長澤様の来賓祝辞と乾杯
のご発声の後、NPO法人ひこうき雲の演奏を
BGMに和やかに進み、関副会長の中締めにて
盛会のうちに閉会となりました。
 中村　富夫　記

第 12回（通算 51回）定時総会
令和６年５月 28日　ホテル一宮シーサイドオーツカ

会場風景会場風景

議長に古市会長を選出議長に古市会長を選出 飯田法人会より届いたお花飯田法人会より届いたお花司会：仁茂田総務委員長司会：仁茂田総務委員長
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しょう来の　社会のために　消ひ税　（長生村立八積小学校　４年　大矢　莉央）

　本日ここに、公益社団法
人　茂原法人会の第12回定
時総会を開催する運びとな
りました。公務ご多用の折
にもかかわらず、茂原税務
署の松岡署長、千葉県茂原
県税事務所の五十嵐所長

や、茂原市の市原市長をはじめ、多くのご来賓
の皆様に、ご臨席を賜りまして誠にありがとう
ございます。
　また会員の皆様には、ご多忙のなか本総会へ
多数ご出席いただき誠にありがとうございま
す。厚くお礼申し上げます。
　さて、猛威を振るった新型コロナウイルスも、
ようやく5類感染症へと移行され社会、経済活
動が日常を取り戻すべく動き始めました。
　ここに至るまで、会員の皆様におかれまして
は、多難な環境のもと極めてご苦労の多い事業
経営を強いられたことと拝察いたします。
　また、国際情勢に目を向けてみますと、ロシ
アによるウクライナ侵攻の長期化、中東地域に
おけるイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突
による政情不安の拡大、中国の海洋進出に伴う
南シナ海、台湾問題や北朝鮮の度重なるミサイ
発射等、日本を取り巻くさまざまな懸念事項が
散見されます。
　国内に目を向けてみますと、年初より能登地
方の大震災、羽田の航空機事故、政治の裏金問
題等暗いニュースが続きました。また、30数年
ぶりの円安更新、諸物価上昇による家計の圧迫、
実質賃金の目減りなど生活を取り巻く環境も決
して良くなっていないのが実感であります。
　しかし経済全体では、株価の高値更新、イン
バウンドの復活に伴う観光業、関連業界の活況
で消費拡大につながっております。
　また、海外大手企業の日本進出によるサプラ
イチェーンの新たな取り組み等間違いなく経済
活動は将来を見据えて動き出しております。
　続いて茂原法人会の活動について振り返って
みますと、公益社団法人に移行してから、「租
税教室」や「税に関する絵はがきコンクール」「税
制改正提言活動」など、税の啓発活動に軸足を
おいた活動が軌道に乗ってまいりましたが、コ
ロナ禍の影響により各種イベント、事業活動は
縮小せざるを得ない事業年度が続きました。
　今年度は4年ぶりに多くの自治体で産業祭り
や地域イベントが通常開催され、各開催支部に

おいて街頭広報活動を実施する事ができまし
た。
　会員増強運動については県連目標150％、連
続21年、金賞達成を目標に活動し、会員はもと
より、福利厚生関連各社及び地元金融機関の協
力のもと、目標を達成することが出来ました。
　また、令和5年度の、その他事業や会計を含
めた会務全般においても、税務当局のご指導や、
本部・支部の役員はじめ会員皆様の深いご理解
とご協力により、お手許の総会資料にまとめま
した様に、公益法人としての規程に則り、運営
することができました。
　ここに改めてお礼申し上げます。
　会員の皆様には本日の総会が順調に進行しま
す様ご協力をお願い申し上げまして、簡単では
ありますが、私の挨拶といたします。。

松岡　克俊 様
　本日は、公益社団法人茂
原法人会第12回定時総会に
お招きいただき、誠にあり
がとうございます。総会に
当たり、一言お祝いの言葉
を申し上げます。

　本日ここに総会が挙行され、全ての議事が滞
りなく終了されましたことを心からお慶び申し
上げます。
　ご列席の役員並びに会員の皆様には、私ども
税務行政全般に対しまして、日頃から深いご理
解と格別のご協力を賜っておりますことを、こ
の場をお借りいたしまして改めて御礼申し上げ
ます。
　さて、公益社団法人茂原法人会におかれまし
ては、「健全な納税者の団体」として、また、「税
務行政の良き理解者」として正しい税知識の普
及、納税道義の高揚に努められるとともに、会
員企業や地域社会の健全な発展に大きく貢献さ
れています。
　昨年度の活動を振り返りますと、各支部や各
部会での税務研修会、社会貢献活動として節電
を呼びかける「いちごプロジェクト」や小学生
を対象とした「租税教室」や「税に関する絵は
がきコンクール」の実施、産業まつりにおける
街頭広報活動といった納税者の皆様に広く税に
ついての理解を深めていただくための各種活動
を行っていただきました。
　更に、会員増強運動では、昨年９月の豪雨の

令和６年度総会・古市会長あいさつ

茂原税務署長より祝辞
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みんなの笑顔　守る税金　納める約束　（茂原市立本納中学校　３年　高倉　俐華）

影響により、当初の会員増強役員合同会議が中
止となるなど厳しい状況の中であるにもかかわ
らず、21年連続で県法連が設定した会員獲得目
標数の150％を超える会員を獲得されました。
　これもひとえに、役員並びに会員の皆様の努
力の賜物であり、深く敬意を表する次第でござ
います。
　さて、本日は、公益社団法人茂原法人会の皆
様の前で、お話させていただく機会をいただき
ましたので、行政の取組等につきまして、３点
お話をさせていただきます。
　まずは、本年６月より始まる所得税の定額減
税についてです。国税庁では、所得税の定額減
税の円滑な導入・運用に向けて、コールセンター
の開設やホームページへの情報掲載等を行って
おります。また、税務署におきましても各市町
村において説明会を実施するなど、広報・周知
活動を広く行っているところでございます。
　所得税の定額減税は、税制改正による初めて
の制度であり、給与支払者の皆様には、大変お
手数をおかけしますが、適正な処理をお願いす
るとともに、ご不明な点等ございましたら、お
気軽に税務署の担当までお問い合わせいただき
たいと思います。
　次に、消費税のインボイス制度についてです。
インボイス制度については、昨年10月より開始
され、今年の税制改正により、帳簿の記載事項
や経理処理方法についての見直し等が行われま
した。税務署といたしましては、このような改
正事項を含め、引き続き、説明会の開催や広報
などを引き続き積極的に取り組んでいくことと
しております。会員の皆様におかれましても、
制度の周知・広報等につきまして、より一層の
お力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。
　最後に、事業者のデジタル化促進についてで
す。国税庁では「あらゆる税務手続きが税務署
に行かなくてもできる社会」の実現を目指し、
各種手続きのデジタル化を促進しております。
　公益社団法人茂原法人会の皆様におかれまし
ては、引き続き会員の皆様に対して、ｅ−Ｔａ
ｘの利用や年末調整手続きの電子化、キャッ
シュレス納付、その他会計・税務のデジタル化
を含めた様々な側面からの業務のデジタル化を
働きかけていただきますよう、お願い申し上げ
ます。
以上３点お話させていただきましたが、いずれ
にしましても私どもは、法人会の皆様と、とも
に考え、ともに歩んで行く所存でありますので、
引き続きよろしくお願い申し上げます。

結びに当たりまして、公益社団法人茂原法人会
のご発展、並びに会員の皆様の事業の益々のご
繁栄、併せて本日お集まりの皆様のご健勝を祈
念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただ
きます。

五十嵐　春彦 様
　本日の定時総会におきま
して、すべての議案が可決
承認されましたことを心よ
りお喜び申し上げます。
　会長の古市様をはじめ、
役員並びに会員の皆様に

は、日頃から本県の税務行政に対し、格別の御
理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　茂原法人会様にあっては、申告納税制度の推
進や税務知識の普及に御尽力される一方、社会
貢献活動に積極的に取り組まれるなど、地域経
済発展のために大きく寄与され、さらには会員
の皆様一人ひとりが、社会の健全な発展のため
に日々貢献されていることは、税務組織の一員
としてとても心強く、心より敬意を表する次第
です。
　また、個人住民税の特別徴収制度や法人関係
税の電子申告の推進にも、日ごろから御理解と
御尽力を賜っており、感謝申し上げます。
　なお、茂原県税事務所では、eLTAXを1社で
も多くの法人の皆様が利用し、その利便性を享
受していただけるよう、電子申告率の向上に向
けて頑張っていきたいと思っています。改めま
して御協力をお願いいたします。
　さて県税全体に目を向けますと、本県では、
～トップランナーへの挑戦～と題した計画「千
葉県県税特別徴収対策計画」を策定しておりま
す。これは令和４年度から令和１３年度までの
１０年間を見据えた中長期的な徴収対策を行う
ための計画です。計画の指標の一つである県税
全体の徴収率で申し上げますと、全国順位を重
点期間の令和２年度の３７位から令和６年度に
３０位以内、計画の最終年度の令和１３年度に
は１５位以内を目指す高い目標を掲げていま
す。今年度はこの計画のスタートダッシュであ
る重点期間の最終年度に当たります。目標の達
成のためにも、私ども県税事務所としてできる
最大限の努力をしてまいる所存です。そのため
にも、皆様との関係をより強固なものにすると
ともに、これまで以上に御支援をいただけるよ

千葉県茂原県税事務所長より祝辞
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税金で　支える暮らし　つながる安心　（白子町立白子中学校　３年　長谷川　咲）

年会費の再引落しのご案内年会費の再引落しのご案内
　年会費を１０月１７日に再引落しさせて頂きます。（対象は６月に引落し
不能の方と新たに振込依頼書をお出し頂いた方となります）集金代行サー
ビスをご利用の方は、１０月２１日となりますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
　なお、当会は免税事業者のため、消費税及び適格請求書発行事業者登録
番号はありません。

うよろしくお願い申し上げます。
　このように、わたくしども県税組織において
は、千葉県づくりのための各種施策を推進する
ため、県財政の根幹となる県税収入を最大限確
保することが使命となっています。私を先頭に
全ての茂原県税事務所の職員が、使命である県
税収入の確保はもちろん、県民の皆様の御理解
と御協力を得られるよう、常に適正かつ公平な
税務行政の推進に努力してまいる所存です。繰
り返しになりますが、貴会におかれましては、
税のオピニオンリーダーとして、今後とも本県
税務行政への御理解と御協力、そしてお力添え
を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人茂原法人会様の
益々の御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事
業の御繁栄を心から祈念いたしまして、お祝い
の言葉とさせていただきます。

市原　淳 様
　本日、公益社団法人茂原
法人会令和６年度定時総会
が、このように盛大に開催
されますことを心よりお喜
び申し上げます。また、日
頃より皆様方におかれまし

ては、税務行政をはじめ市町村行政の各般にわ
たり、格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝
を申し上げます。
　貴会は、活動の軸である「税」分野での諸事
業をはじめ、地域企業・地域社会への貢献事業
など、公益のための事業を積極的に展開され、
地域経済の発展に大きく寄与されておりますこ
とに、衷心より敬意を表する次第でございます。
　さて、わが国の経済情勢は、コロナ禍を乗り越
え、官民連携した賃上げを始めとする所得環境
の改善や、企業の設備投資意欲の後押し等によ

り、経済成長の実現が期待されるところではあ
りますが、中国をはじめとする海外景気の動向
が不透明であることに加え、中東地域をめぐる
情勢や金融資本市場の変動、さらには甚大な被
害を受けた令和6年能登半島地震の影響等、懸念
される部分も多く存在しております。
　私ども自治体においては、近年頻発している大
規模災害への備えに加え、扶助費の増加や老朽化
が進むインフラ施設の更新など、様々な課題に直
面しており、厳しい財政状況のなか、将来を見据
えた持続可能な財政運営を実行するためには、地
域経済の活性化に向けた取り組みを、確実に続
けていくことが重要であると考えております。
　本市におきましては、引き続き、防災・減災
及び交通安全施策をはじめとする「安全・安心
なまちづくり」や、安心して子育てできる環境
整備などの「子育て支援」を重点施策とし、明
るく豊かな茂原市を築き、次代へ引き継いでい
くための各種施策を推進してまいりますので、
貴会の更なるご支援、ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
　結びにあたりまして、公益社団法人茂原法人会
の益々のご発展と、皆様のご健勝とご活躍を祈念
申し上げまして、お祝いのご挨拶といたします。

茂原市長より祝辞

令和６年度本部役員就任令和６年度本部役員就任
睦沢支部 丸山理事（支
部長）の辞任を受け、
本総会にて選出されま
した。

睦沢支部
長谷　良夫　理事（支部長）
[㈲長谷川部品]
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みんなで知ろう納める税金　みんなのために納める税金　（いすみ市立大原中学校　１年　田中　将仁）

公開講演会公開講演会「激動の世界と今後の日本経済」「激動の世界と今後の日本経済」
令和6年5月28日　　ホテル一宮シーサイドオーツカ

嘉悦大学教授／ (株)政策工房会長　高橋　洋一先生

　さる5月28日、第12回定時総会の前に公開講演会が開催されました。講師
は元大蔵・財務官僚で、小泉・安倍・菅政権下で経済財政政策にかかわられ
た高橋洋一さんでした。演題は「激動の世界と今後の日本経済」です。テレビ・ラジオ・出版等各
メディアで活躍され、YouTube　高橋洋一チャンネルでもユニークな御意見を発信されています。
人気の高橋先生ということで多くの皆様にご参加いただきました。
　今回の講演は、大きく三つの題材が中心でした。第一に経済と政治の関わり方。第二に金融財務
政策とは何か。第三に日本を囲む国際情勢についてです。
　最初に、「経済の話をするには政治を語らなければ」ということで、現在の国内政治状況の分析
から入られました。大きな政策変換は解散総選挙の時に提示されること。今の岸田総理は直近の補
選・知事選の結果からみてもすぐには解散権の行使はできないであろう等を解説されました。
　次に岸田政権の諸政策についてです。能登半島地震の復興支援は額の少なさと遅さを問題にされ、
定額減税は実効性に疑問をもたれていました。日銀の金融は長きにわたった黒田総裁から植田総裁
に変わり、金利は確実に上昇基調であることを説明されました。植田総裁の裏話も交えて話され興
味深く聞くことができました。金融政策は物価と雇用に大きく関わりがあり、インフレ率と失業率
をみれば金利の動きも分かると教えて頂きました。
　雇用については、外国人労働力の問題点を指摘されました。技能実習制度から育成就労制度への
制度改正がなされ、その先の外国人労働者【移民】が日本社会にもたらす危険性にも警鐘を鳴らさ
れました。
　最後に、日本経済と密接にかかわる国際情勢についてです。ウクライナ・中東・台湾の三つの地
域ついて話されました。ウクライナと中東は秋のアメリカ大統領選に勝利するとみられているトラ
ンプ次第との見立てでした。台湾問題は対中政策の最重要課題であること、台湾有事は日本有事で
あると認識することが大事であると力説されました。
　質疑応答では、年金受給者からの物価上昇について質問がありました。消費動向から見て上昇の
スピードはペースダウンするだろうとの予測でした。為替の質問には、日米の通貨供給量から110
円～ 120円が適正と答えられました。最後に東京都知事選挙の見通しについて質問があり、予想を
のべられました。　
　今回の講演を参考にして、今後の企業活動と地域貢献活動に努力してまいります。楽しく為にな
るお話ありがとうございました。
 研修委員　　　鎗田　洋一郎　記
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あなたの税　きっと今も　誰かの役に　（いすみ市立夷隅小学校　５年　石井　芹奈）

４回目の租税教室講師４回目の租税教室講師

6/4　鶴枝小学校

6/28　大原小学校
7/8　豊田小学校はホームページ活動報告・
青年部会欄へ掲載

6/11　勝浦小学校

� 青年部会　副部会長　池上　俊成

　６月４日（火）、茂原市立鶴枝小学校６年生の教室にて26名の児童の前で租税教室の講師をさせ

ていただきました。

　今回で４回目の講師です。「なぜ税金は必要なのか」「主な税金の種類としくみ」を分かりやすく

伝えられるよう、早口にならないように意識して臨みました。税金のある世界、ない世界のアニメ

の視聴では笑い声が出たり、途中の質問にも積極的に手を挙げてくれました。積極的な生徒さんた

ちで私自身も楽しく講師ができました。

　やはり一番盛り上がるのは、「一億円の重さ体験」です。重々しいジュラルミンケースを用意す

ると、児童からは「わぁ～」「お～」という歓声が上がり興味津々。みんな笑顔で「一億円」を抱え、

全員にその重さを体験してもらうことができました。

　途中、言い間違いをしてしまう場面もありましたが、なんとか講師を無事務めることができまし

た。今後は児童が楽しめるような授業となるよう工夫をしていきたいと思います。
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今ではなく　未来を思う　納税を　（茂原市立東中学校　３年　大木　聖翔）

 

 

     

「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年12月22日閣議決定）において税制改正の内容が

決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立・施行された場合には、令和６年分所得

税について定額減税が実施されることとなります。 

定額減税の制度に関する情報については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」

をご覧ください。 

 

令和６年分所得税の納税者である居住者を対象（注 :合計所得金額が

1,805万円以下の方のみ）として、次の①及び②の金額の合計額を、令和６

年分所得税額から控除 

① 所得者本人…３万円 

② 同一生計配偶者及び扶養親族（※）…１人につき３万円 
※ 所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者 

 

 

 

不動産所得・事業所得者等に対する実施 

・ 予定納税対象者については、予定納税額から減税 

・  確定申告書提出時の所得税額から減税 

 

給与所得者に対する実施 

・ 令和６年６月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から

減税 

・ 年末調整で、給与・賞与における減税額を踏まえた精算 

公的年金受給者に対する実施 

・ 令和６年６月以降に支払う公的年金（老齢年金）に係る源泉徴

収税額から減税 

・ 必要に応じて、確定申告で６月以降の減税額を踏まえた精算 

制度の概要 

定額減税の実施方法 

このリーフレットは、令和６年１月 31 日現在の情報に基づき、東京国税局が作成しました。 

「定額減税特設サイト」は、

こちらからアクセス 

令和６年分所得税 
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給給与与をを支支払払うう事事業業者者ののみみななささままへへ  

 

令和６年６月１日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者

に対して「扶養控除等申告書」を提出している（月々の給与の源泉徴収におい

て「源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用される）居住者の方々については、月々

の給与に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされています。 

 
【例】次の世帯構成の場合 

区分 
判定等 

所得者本人 配偶者 子供１ 子供２ 

同 一 生 計 ― ○ ○ ○ 

職 業 等 会社員 パート 大学生 
(アルバイト) 

中学生 

収 入 金 額 680万円 105万円 75万円 ０円 

合計所得金額 502万円 50万円 20万円 ０円 

定額減税の対象 ○ ×(※) ○ ○ 

定 額 減 税 額 ３万円 ０円 ３万円 ３万円 

※ 配偶者は、合計所得金額が48万円超のため、自身を所得者本人として定額減税を受ける。 

13,400円

６月給与 ６月賞与 ７月給与 ８月給与

控除前税額 14,400円 55,000円 34,000円 15,600円

定額減税額 14,400円 55,000円 20,600円 ０円

源泉徴収税額 0円 ０円 13,400円 15,600円

控除外額(次月繰越) 75,600円 20,600円 ０円 ―　　

15,600円

55,000円

20,600円

20,600円

定
額
減
税
額

90,000円

14,400円

75,600円

 

 

 

定額減税は、令和６年６月１日以後に

支払う給与等から！ 

給与所得者の定額減税イメージ（例） 

定額減税に関する最新情報は、 

「定額減税特設サイト」で確認！！ 
特設サイトはこちらから 
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会 社 訪 問 68 木戸泉酒造株式会社
Profile

■事業内容
　清酒（木戸泉、AFS）、梅酒の製造販売

■企業理念
　自然醸造による旨き良き酒で人々の心を豊かにする

■経営理念
　高温山廃仕込みによる旨き良き酒造り

■会社の特徴
　日本酒の本質は熟成にあると三代目蔵元が考え、熟成を前提とした酒造りを昭和31年（1956年）
から約70年に渡り取り組んできました。またより自然な状態での酒造りを目指し、添加物等に頼ら
ずとも劣化しないしっかりとした味わいで酸味に特徴のある酒を長期間熟成してきました。また、使
用する原料にも早くからこだわり昭和42年（1967年）から農薬や化学肥料を一切使用せず、堆肥
も植物性のみで育てられた自然栽培米による酒造りをはじめ、来期からは全量を自然栽培米で仕込む
予定です。

■ＰＲ、自慢話、苦労話、座右の銘等
　当社代表商品であるAFSは唯一無二の味わいで、その味わいが高く評価され、星付きのレストラ
ンでもオンリストされるようになっています。また現在はアメリカをはじめ欧米・アジア諸国11か
国にも輸出しており、今後は輸出割合を30％まで伸ばしていきたいと考えています。私自身が蔵元
杜氏として酒造りから経営をしておりますが、アルコール耐性が弱く、お客様との飲食ではいつも妻
を連れて呑む担当として頑張ってくれています、私は運転手です（笑）

■会社訪問記
　老舗の造り酒屋「木戸泉酒造」の正門に向かうと巨大な杉玉が重々しく出迎
えてくれました。「杉玉」は酒造の象徴であり、神の力が宿ると言われているそ
うです。1年に1度11月下旬の土・日曜日に新酒を告げる新杉玉（直径1.8ｍ重
さ600㎏）にかわるとのことです。
　門を入ると「銘酒木戸泉」の高さ20ｍの煙突が目に入ります。明治12年創
業時から変わらず約145年もの間、蔵を守り「銘酒木戸泉」で人々の心を豊か
にし、楽しい時を分かち合う…日本酒の熟成の素晴らしさをお届けしています。
　「清酒木戸泉※AFSは悪酔いしない。二日酔いしない。」と荘司社長の力強い
説明がありました。「愛飲家の皆様、是非一度お試しあれ」� 川城　敬子　記
※AFS（アフス）…高温山廃酛一段仕込み

社名商号	 木戸泉酒造株式会社
業務内容	 	清酒・梅酒製造販売
創　　業	 明治12年（1879年）、設立：昭和27年11月29日
代表者名	 代表取締役　荘司勇人
所 在 地	 千葉県いすみ市大原７６３５－１
T　E　L	 0470-62-0013
F　A  X	 0470-62-3300
ホームページ　https://kidoizumi.jp
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■店 舗 名� 山里のジェラテリア山猫（会社名：有限会社フルフィルアセンション）
■住 　 所� 〒 298-0277�千葉県夷隅郡大多喜町粟又5-1（粟又の滝入り口）
■営業時間� 平日：11時〜16時　土曜日：11時〜17時　日曜・祭日：10時〜17時
� ジェラートシングル５００円〜、ソフトクリーム４５０円
■定 休 日� 火曜日・水曜日（不定休）
■アクセス� 養老渓谷駅よりバス２５分　　圏央道　木更津東 ICより４５分
■駐車場台数� 山猫専用駐車場　無料１５台
■U R L� http://yamaneko-ice.com

ご当地うまいものシリーズ　その㊺

山里のジェラテリア 山里のジェラテリア 山 猫山 猫
千葉県産の牛乳を使った地産地消のジェラート屋さん千葉県産の牛乳を使った地産地消のジェラート屋さん

野菜ソムリエが激選した野菜や果物で作ったジェラートがおすすめです。野菜ソムリエが激選した野菜や果物で作ったジェラートがおすすめです。
山猫のジェラートは「そのまま果実を食べるよりも美味しく」をモットー山猫のジェラートは「そのまま果実を食べるよりも美味しく」をモットー
にお作りをしております。にお作りをしております。
無加水で作る、果物果汁１００%のジェラートは、果実そのもの。無加水で作る、果物果汁１００%のジェラートは、果実そのもの。
ぜひ、新鮮素材でお作りしたジェラートをお楽しみください。ぜひ、新鮮素材でお作りしたジェラートをお楽しみください。
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【不審車の相談】「不審車がいつも登校時間に現
れて、昨日は休日に子供達が集まっている時に
も現れました。どうしたらいいですか」。ある日、
青パト活動を知っている母親が声をかけてきま
した。警察や学校には言い辛いようで、私は車
と人物の特徴を訊き、翌日以降パトロールして
いると、その車と遭遇。ドラレコ映像をPCで
視た上で、青パト仲間の石川博康副会長に連絡。
石川副会長から駐在に相談してもらい、その
後、職務質問されたことにより不審者の嫌疑が
晴れ、母親達も安心しました。この一件で、青
パト活動が住民から頼りにされていて、地域を
守る一助になっていることを実感しました。

【一斉パトロール】長生支部では年間スケジュー
ルを決めて毎月1回一斉パトロールを励行して
います。小学校区毎に11名の隊員が各々登校時
刻に合わせてパトロールを行い、終了報告を支
部長に入れてきます。また、毎年12月には茂原

警察署パトカーの先導で、役場青パトも一緒に
全車連なって村内をパトロールします。夜間も
各自で実施しています。

【交通安全推進隊と連携】更に、学校の登校時
刻には交通安全見守り活動と連携し、ほぼ毎日
主要交差点に青パト車両を停め、小中学生の横
断をサポートする隊員も複数います。集団登校
する小学生達に声をかけると、「おはようござ
います！」と元気よく挨拶してくれます。そう
した時にやりがいを感じ、地域を守る青パト活
動を続けようと決意を新たにしている昨今で
す。

2024HIROSHIMA　今、みつめなおそう！
 ～多島美の瀬戸・豊かな里山から～

　４月18日広島グリーンアリーナ（広島県立総
合体育館）に於いて、全国から1,665名の女性
部会会員が集まり盛大に開催されました。

【第1部：記念講演】講師は広島交響楽団 桂冠
指揮者の下野達也氏で、「音楽・師との出会い」
～今、我々に求められること～のご講演でした。

【第2部：式典】田原国税庁課税部長、湯崎広島
県知事、松井広島市長はじめ多くのご来賓、異
島全法連女連協会長そして野坂広島県連会長よ
り「食品ロス」削減の取り組み方についての講
話があり、持続可能な社会を支えるためには１
人ひとりの「心がけ」が重要であるとのことで
した。

【第3部：懇親会】ウェルカム演奏、獅子舞によ
るアトラクションなど盛り沢山の余興があり会
場内も大変盛り上がっておりました。次回開催
地、北海道大会のＰＲも“力”が入っておりまし
た。
　今回、この様な全
国大会に出席させ
ていただいて情報
交換や親睦を図り、
会員の活動の取り
組み方や社会貢献、
そして地域の発展
や活性化に今まで
以上に寄与してい
く大切さを法人会
の活動に役立てた
いと思います。

支部・部会だより
長生支部　青色回転灯が地域を守る� 支部長　諏訪　勝利

合同女性部会　活動報告　全国女性フォーラム（広島大会）�部会長　澤田　めぐみ

茂原支部連協女性部会
　令和６年能登半島地震の被災地を支援するため、義援金を石川県七尾市出身の青木幸弘税理士を
通じて七尾市に寄付させていただきましたので、ここに報告いたします。 令和６年２月９日
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２大チャリティー大会のご案内

●お申込みは、各支部・部会の役員または事務局へ●

厚生委員会より

チャリティーボウリング大会
日時：８月 31 日（土）
　　　14：00 開始（受付 13：15 〜）
場所：茂原ヤングボウル
会費：３，０００円
表彰は竹りんにて

チャリティーゴルフ大会
日時：10 月 28 日（月）8：01 スタート
場所：南茂原カントリークラブ
プレー費実費：１０，３００円

（プレー代・昼食含む、飲物別）
登録料：２，０００円

（チャリティー金 千円含む）
※ 組み合わせ等は各チームの代表の方へ後日ＦＡＸ

いたします。
※前半９ホールのスコアで順位決定します。

１

　令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇
を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定
額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が行われました。また、資本蓄積の推進や生産性の向上
により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制が創設
され、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられました。加えて、グロー
バル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに、地域経済や中堅・中小企業
の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用
対象法人の見直し等が行われました（令和６年度税制改正大綱より）。
　法人会では、昨年９月に「令和６年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政
党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制
措置の適用期限延長、事業承継税制の特例承継計画提出期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛
り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。
［法人課税］
１．中小企業向け賃上げ促進税制

法人会提言 改正の概要
・ 中小企業向け賃上げ促進税制に

ついては、適用期限が令和６年
３月末日までとなっていること
から、その延長を求める。

・ 中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控
除率の上乗せ措置は教育訓練費の増加割合が５％以上等
である場合に適用できることとし、くるみんやえるぼし

（２段階目）以上の認定を受けた場合に税額控除率５％
を加算する措置を加え、５年間の繰越控除制度が設けら
れた上で、適用期限が３年延長されました。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
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２．交際費課税
法人会提言 改正の概要

・ 交際費課税の特例措置については、適用期
限が令和６年３月末日までとなっているこ
とから、その延長を求める。

・ 交際費等の範囲から除外される一定の飲食
費に係る金額基準が１人当たり５，０００円
以下から１万円以下に引き上げられました。
また、中小法人の特例措置に係る適用期限
が３年間延長されました。

３．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
法人会提言 改正の概要

・ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例措置については、損金算入額の上限（合
計３００万円）を撤廃し全額を損金算入とす
る。なお、それが直ちに困難な場合は、令
和６年３月末日となっている適用期限を延
長する。

・ カーボンニュートラルに向けた投資促進税
制について、中小企業者が適用を受けた場
合の税額控除率が見直された上で、適用期
限が２年間延長されました。

４．中小企業等の設備投資支援措置
法人会提言 改正の概要

・ 「カーボンニュートラルに向けた投資促進税
制」は、令和６年３月末日が適用期限とな
っていることから、適用期限を延長する。

・ カーボンニュートラルに向けた投資促進税
制について、中小企業者が適用を受けた場
合の税額控除率が見直された上で、適用期
限が２年間延長されました。

［事業承継税制］
１．相続税、贈与税の納税猶予制度

法人会提言 改正の概要
・ 特例承継計画の提出期限は１年間延長され、

令和６年３月末日までとなっているが、コ
ロナ禍からの完全回復には時間がかかるう
え、エネルギー価格が高止まりしているな
ど、中小企業を取り巻く環境は依然厳しい
状況にある。特例承継計画の提出期限等の
延長を求める。

・ 法人版事業承継税制の特例措置について、特
例承継計画の提出期限が２年間延長されま
した。

［その他］
１．森林環境税

法人会提言 改正の概要
・ 令和６年度から施行される森林環境税につ

いて、現在、先行して別の財源を使って地
方自治体に配分（令和５年度は５００億円）
されているが、その半分が使い残され基金
として積み立てられているとの指摘がある。
これでは税が有効に活用されているとは言
い難く、配分方法のあり方など、制度自体
を抜本的に見直すべきである。

・ 森林環境譲与税に係る譲与基準について、
「私有林人工林面積」の譲与割合を５. ５割（改
正前 : ５割）、「人口」の譲与割合を２. ５割（改
正前 : ３割）とする見直しが行われました。
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茂原法人会 電話番号等	 0475-23-6056
URL 等	 http://mobara-ho.or.jp/
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公開講座参加申込書
キ リ ト リキ リ ト リ

茂原法人会事務局  行 受 講 申 込 書

FAX 0475-25-3648

9 月 10 日開催

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出席確認及び講座運営に関する連絡、各種講座情報提供の目的にのみ使用いたします。

事業所名 TEL FAX
住　　所

受講者名
会員交流会（本館にて）17：10〜

出　席　・　欠　席

公開講座

テレビじゃ話せない食のウラ話テレビじゃ話せない食のウラ話
〜消費者は安心・安全を求めている〜〜消費者は安心・安全を求めている〜

講　師
消費者問題研究所代表
食品問題評論家
食アドバイザー

開催日時

会　　場

受 講 料
お申込み

無料（会員以外の方も参加できます）
公益社団法人茂原法人会 事務局へ
お問い合わせ下さい。
TEL：0475-23-6056

令和 6 年 9 月 10 日（火）15：30〜17：00
ホテル一宮シーサイドオーツカ
住所：長生郡一宮町一宮 10000 番地
TEL：0475-42-6411

●プロフィール
1953 年岐阜市生まれ。横浜市在住。77 年慶應義塾大学商学部卒業。97 年独立し、消費者問題研究所代表。04 年、学校給食用食材の安
心安全を確保するための協力者会議委員に任命され『学校給食のための食品「安全・安心」マニュアル』（全国学校給食連合会）の執筆者
の一人として参加。食品問題のプロフェッショナル。偽装表示、放射能汚染、中国食品、O157、鳥インフルエンザ問題などの食の安全や、
食育、食品表示問題の第一人者として、テレビ、新聞、雑誌、講演などで活躍する。生鮮食品の実態や自給率問題、健康食品などの加工食品、
食品表示偽装、ＪＡＳ法の品質表示、食品衛生法の添加物や栄養表示、景品表示法の不当表示といった食品関連だけでなく、ＰＯＳシステム、
物流システム、バーコードシステムにも精通している。「ビートたけしのＴＶタックル」「そうだったのか！学べるニュース」「世界一受け
たい授業」「はなまるマーケット」「クローズアップ現代」「ひるおび」「ミヤネ屋」など、テレビでもおなじみの食の安全の探求者。

垣
か き た

田　達
た つ や

哉 先生
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統一研修会参加申込書
キ リ ト リキ リ ト リ

茂原法人会事務局  行 受 講 申 込 書

FAX 0475-25-3648

10 月 18 日開催

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出席確認及び講座運営に関する連絡、各種講座情報提供の目的にのみ使用いたします。

事業所名 TEL FAX
住　　所

受講者名
会員交流会（本館にて）17：10〜

出　席　・　欠　席

統一研修会（公開講演会）

講　師
ピアニスト
　辻井伸行の母

開催日時

会　　場

受 講 料
お申込み

無料（会員以外の方も参加できます）
公益社団法人茂原法人会 事務局へ
お問い合わせ下さい。
TEL：0475-23-6056

令和 6 年 10 月 18 日（金）15：30〜17：00
ホテル一宮シーサイドオーツカ
住所：長生郡一宮町一宮 10000 番地
TEL：0475-42-6411

●プロフィール
1960 年、東京生まれ。東京女学館短大卒業後、フリーのアナウンサーとして活躍。86 年、産婦人科医の辻井孝と結婚。88
年に生まれた長男・伸行が生後まもなく全盲とわかり、絶望と不安のなか、育児書や子育てマニュアルが全く役に立たないと
ころから、手探りで子育てをスタートする。「明るく、楽しく、あきらめない」をモットーに、持ち前のポジティブさと行動
力で伸行を育てる。生後 8 カ月で伸行の音楽の才能を見つけ、プロのピアニストへと二人三脚で歩む。その結果、2009 年 6
月、アメリカで開催された第 13 回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで、伸行は日本人初の優勝を果たす。

【著書】『親ばか力　子どもの才能を引き出す 10 の法則』（アスコム）2010
　　　『のぶカンタービレ！　全盲で生まれた息子・伸行がプロのピアニストになるまで』（アスコム）2008

辻
つ じ い

井　いつ子 先生

 オープニングセレモニー　14 時 00 分〜 オープニングセレモニー　14 時 00 分〜
〈第一講座〉 茂原税務署長講演〈第一講座〉 茂原税務署長講演（予定）14 時 15 分〜 15 時 15 分（予定）14 時 15 分〜 15 時 15 分
〈第二講座〉 明るく、楽しく、あきらめない生き方〈第二講座〉 明るく、楽しく、あきらめない生き方
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表 紙 の 説 明
いすみ市山田五区の源氏ボタル

　5月20日頃～ 6月初め頃迄は光のオンパレード！！
　成虫のホタルは夜明けから昼間は木や草の葉の裏側に
じっと隠れて過ごしています。そして一晩中光っていて
最も多いのは日没後2時間です。卵から成虫になるまで1
年で、幼虫時代は水中でカワニナという貝を食べて成長
します。成虫になると水分を吸って生存し、天敵に狙わ
れないように夜活動し、暗い中で異性に気づいてもらう
為に必死に光るそうです。ホタルの成虫の寿命は１週間
位でとても短く、その光は人々を幻想の世界に導いてく
れます。� 川城　敬子　記（収集）

　2024年も早いもので、５月が終わろうとして
います。日本では５月は最も過ごしやすい季節
なのですが、初夏を通り越して真夏のような高
温の日が何日かありました。また、世界各国で
も大雨による洪水や土砂崩れ、干ばつなどの異
常気象が頻発しています。原因は地球温暖化と
いわれていますが、その対策となる温室効果ガ
スの排出量削減は各国の事情（エゴ）により遅々
として進みません。各国がその重大性に気づい
て足並みをそろえて対策し、次の世代に豊かな
地球を引き継げることを願うばかりです。
さて、まだスペースがあるので、茂原法人会の
ホームページのセミナーから「経営環境の変化
をチャンスに！」を視聴し要点をまとめました。
「金利復活」、「物価上昇」、「採用難」。十数年ぶ
りに企業の「外部環境」が大きく変わろうとし
ています。この３つの変化に必要な対策と経営
戦略が４つ紹介されています。
　対応策１　�金利上昇を加味して資金管理を見

直す。
　対応策２　�差別化を図り値上げしても受け入

れられる商品を提供する。
　対応策３　�決断を早くして柔軟な待遇と働き

方ができる会社とする。また、従
業員とのコミュニケーションをと
り縁故採用も検討する。

　経営戦略　�経営者の経営理念とリーダーシッ
プで３つの波（金利復活・賃金上昇・
人材採用難）も乗り切れる。

� 田邉　廣昭　記
無料 インターネットセミナー 会員ＩＤ：hj0323　パスワード：6056

訃　報
　茂原法人会顧問、横山照夫氏
におかれましては、令和６年５
月23日、満75歳にてご逝去さ
れました。
　故人の当会に対する生前のご
功績に深く感謝するとともに、
ご冥福をお祈り申し上げます。

Event schedule 行 事 予 定
7/18 正副会長会議
7/19 合同青年部会役員会
7/22、24～ 27　生活習慣病健康診断
7/30 合同女性部会役員会
8/ 6 青パト講習・福利厚生制度連絡協議会・役員大会
8/ 7 決算期別法人説明会
9/10 役員合同会議・講演会・突入式
9/27 絵はがきコンクール審査会
10/ 8 新設法人説明会
10/16 決算期別法人説明会

編 集 後 記

広報委員長　中村　富夫

広報副委員長　杉本　　充・田邉　廣昭

【勝浦・夷隅グループ】

　齋藤麻美子・川城　敬子・吉田　　優

　伊藤　博文・富澤　真実・市東　昭一

「いすみ鉄道　第二五之町踏切」
この踏切は星空とのコラボレーションが楽し
め、年中星空観賞が可能だそうです。東京か
ら車で約１時間半で行ける人気スポットです。


